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Information　双葉警察署

双葉警察署からのお知らせ
令和６年度　福島県警察採用日程(予定)
■区 　 　 　 　 分　警察官Ａ(大学卒業程度)
■受 付 期 間　３月１日～４月５日
■第 一 次 試 験 日　５月19日
■試 験 地　福島市内、東京都内 
■第一次合格発表日　６月５日 
■第 二 次 試 験 日　６月28日～７月３日
■試 　 験 　 地　福島県警察学校 
■第二次合格発表日　８月20日
問  双葉警察署　富岡町中央二丁目19

☎0240ｰ22ｰ2121

Information　自衛隊福島地方協力本部　相双地域事務所

令和６年度 自衛隊幹部候補生採用案内
採用人員参考（令和５年度参考） 応募資格

（令和７年４月１日現在）
受付期間 

締切日必着 試験期日

一般幹部
候補生�

（大卒程度試験）

陸上 
自衛隊

一般要員
男子約190名 
女子約40名 

※１
22歳以上

26歳未満の者 
（20歳以上22歳未満

の者は大卒（見込含） 
修士課程修了者など  
（見込含）は28歳

未満の者）

①３月１日 
　　  ～ 
　４月12日 
 
 
 
 
 
 
②(一般) 
　４月24日 
　　  ～ 
　６月13日 

③(一般) 
　８月26日 
　　  ～ 
　９月26日

① １次試験 ４月20日・21日（４月
21日は、海・空飛行要員のみ）
２次試験 ５月24日～５月30日
３次試験 （海・空飛行要員のみ）
海上自衛隊
６月20日～６月24日
航空自衛隊
７月13日～８月１日

②１次：６月22日
２次：７月30日～８月５日
※２

③１次：10月５日
２次：11月８日～11月11日

音楽要員 若干名

海上 
自衛隊

一般要員 男子約89名 
女子約22名 

※１飛行要員

航空 
自衛隊

一般要員 約84名 
（男女の区分なし） 

※１飛行要員

音楽要員 若干名

一般幹部
候補生�

（院卒者試験）

陸上 
自衛隊 一般要員 約10名※１

20歳以上
28歳未満の者 

修士課程修了者など 
（見込含）

海上 
自衛隊

一般要員 
(理・工学)

約９名 
※１

航空 
自衛隊

一般要員 約10名 
※１飛行要員

※１　令和６年度の採用人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページなど でお知らせしますので、ご確認ください。
※２　採用予定人員数の採用が見込まれる場合は、第２回目以降の試験を実施しません。
※最終結果の発表　①陸上自衛隊：７月４日、海上自衛隊：７月11日、航空自衛隊：８月22日
　　　　　　　　　②陸上自衛隊：海上自衛隊：航空自衛隊：９月19日
　　　　　　　　　③陸上自衛隊：海上自衛隊：航空自衛隊：12月23日

問  自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所
〒975－0033南相馬市原町区高見町１丁目142－２　☎・0244－23－4712

Information　自衛隊福島地方協力本部　相双地域事務所

令和６年度 予備自衛官補募集案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり予備自衛官補を募集します。

募集項目 予備自衛官補（一般） 予備自衛官補（技能）

受付期間 令和６年１月22日から令和６年４月11日まで（締切日必着）　

採用予定数

陸上自衛隊

東北方面隊管内　約120名 東北方面隊管内　約30名

海上自衛隊　約20名

受験資格 
（令和６年７月１日現在） 18歳以上52歳未満の者 18歳以上で国家免許資格など を有する者　 

（資格により年齢上限は55歳未満）

試験期日 令和６年４月６日～４月21日の間の指定された１日

合格発表 令和６年５月29日

受験会場 細部については相双地域事務所にお問い合わせください

※技能公募に必要な資格や受験案内の配布および試験内容など 詳細は、下記の地域事務所にお問合せください。
問  自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所

〒975－0033南相馬市原町区高見町１丁目142－２　☎・0244－23－4712

Information　健康福祉課

「特別弔慰金」と記載のある国債をお持ちの戦没者等の
ご遺族のみなさまへ
特別弔慰金とは
　「特別弔慰金」とは「戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金」のことで、先の大戦で公務などのため国に殉
じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをい
たし、終戦の節目の機会をとらえ、国として改めて弔
慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給する特別
弔慰金（記名国債）のことです。一定の日（基準日）
において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与
金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された
遺族に対して支給されます。
　現在の特別弔慰金は次のとおりです。
　第十一回特別弔慰金
　（令和３年から５年償還　額面25万円）
※�令和５年３月31日をもちまして請求受付を終了し
ております。

国債受取後の手続きについて
（１）国債の償還金の受領

　支払期日が来たら、国債の記名者（国債裏面の「記
名欄」に記載された方）があらかじめ届け出た郵便

局等（国債裏面の「償還金支払場所欄」に記載され
た郵便局等）において、請求時に届け出ている印鑑
を押印した国債の賦札と引き替えに、償還金を受け
取ることができます。
　なお、令和６年の償還日は令和６年４月15日（月）
となります。

（２）国債の記名者が死亡したとき
　未償還の国債（残りの賦札）があるときは、記名
者の相続人が償還金支払場所（郵便局など）で、国
債の記名変更をすることで、引き続き償還金を受け
取ることができます。

（３）その他の手続き
　償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損
については、すべて償還金支払場所（郵便局など）
で手続きをしてください。

　これらの手続きに必要な書類などについては、償還
金支払場所（郵便局など）へお問い合わせください。

問  広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113


